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- 地公1 - 

各県地方公費の登録 

各県市町村単位の医療費助成制度についてORCAでは計算に必要な保険番号が提供されています。 

患者様に応じた保険番号を選択することで１日または１月の限度額が自動で計算されます。 

 

＜登録手順＞ 

地方公費も全国公費と同様に中央部の公費情報入力欄から登録を行います。 

 

（例：熊本県の場合） 

１．負担者番号を入力して Enter を押します。 

  同一法別番号の地方公費が複数ある場合には公費選択画面が表示されますので、 

  該当の公費を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

公費の種類に選択した公費の種類が表示されます。 

 

 

 

 

２．受給者番号と適用期間を入力します。 

 

 

 

 

 

補足：「警告！！地方公費単独の保険組合せがあります。」と表示された場合 

⇒このメッセージは １２ 患者登録 または ２１ 診療行為 で表示されます。 

主保険の有効期限よりも地方公費の有効期限が長く、地方公費単独の期間が発生する場合に表示 

されます。 

 閉じる を押してメッセージを閉じます。保険証の有効期限をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

公費を選択する際は 

各県別の地方公費保険

番号一覧をご参照下さ

い 



- 地公2 - 

【Ｐｏｉｎｔ】 

・地方公費の保険番号ごとに対象年齢や上限額が設定されておりますので、 

 患者登録画面（所得者情報タブ）での上限額等の登録は不要です。 

 

・同じ公費の種類で上限額が分かれている場合、所得者情報の設定が必要です（４ページ参照） 

 

・地方公費の制度変更により上限額や対象年齢が変更になった際には変更作業が必要です 

 「システムクレオからのお知らせ」に掲載される案内をご確認下さい 

（例） 

 

補足：保険組合せ選択時の注意（地方公費を会計に適用するには） 

下の図のように、地方公費が保険組合せに選択されているかご確認下さい。 

※患者様によっては、主保険＋地方公費、主保険＋国公費＋地方公費の場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 地公3 - 

＜参考資料＞  

ORCA は全国の地方公費入力に対応しています。 

日本医師会 ORCA 管理機構ページから抜粋 

https://www.orca.med.or.jp/receipt/chihoukouhi/  

都道府県ごとの提供状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 熊本県の保険番号マスタ一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公費の保険番号ごとに対象年齢や上限額が１つずつ設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orca.med.or.jp/receipt/chihoukouhi/


- 地公4 - 

補足：同じ公費の種類で所得区分によって上限額が異なる場合 

ORCA 管理機構 HPにて都道府県ごとの提供状況をご確認ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.ORCA 保険番号マスタの「低所得」「低年金」とは 

患者様が地域公費の受給者証を持参した場合、ORCA の表・保険番号マスターをご確認ください。

その際に、該当公費の所得者情報の行に「低所得」や「低年金」と記載されている場合は設定が

必要です。 

 

下の例（鳥取県）では身体障害者の法別番号「81」に該当する保険番号が「181」「281」の２種類あり、

更に「281」の公費番号では外来１月の上限額が「2000」「1000」と分かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「低所得」の場合は、所得者情報で「低所得２」の登録が必要です。 

「低年金」の場合は、所得者情報で「低所得１」の登録が必要です。 

※受給者証には低所得と記載はございません。 

＜注意！＞ 

地方公費の低所得（低所得２）・低年金（低所得１）の設定を行う場合、所得者情報の認定範囲は下記

の通り「地方公費のみ対象」を選択して下さい。 

制度の内容 

設定ガイド 

《設定方法》 

① マル障公費で患者負担無しの場合 

 →１８１（マル障負無）を設定 

② マル障公費で患者負担２０００円の場合 

 →２８１（マル障）を設定 

③ マル障公費で患者負担１０００円の場合 

→２８１（マル障）を設定＋所得者情報にて 

 低所得２の設定が必要となります 

 

※「低所得」の他に、「低年金」と記載がある  

場合もあります。 

https://www.orca.med.or.jp/receipt/chihoukouhi/
https://intercom.help/clinics/ja/articles/3624115-%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%85%AC%E8%B2%BB%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%A2%BA%E8%AA%8D

